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Ａ 研究目的 

エステティックサービスの内容や衛生管

理の状況、さらにエステティックサービス

に関係する健康被害の実態調査、原因の究

明を行い、健康被害を予防する対策や衛生

管理の充実のための方法を提案し、啓発活

動を通じて消費者、エステティック施設、技

術者が情報を共有することにより健康被害

防止に寄与することである。 

研究要旨 

 エステティックサービスによる健康被害は、毎年約 600 件が独立行政法人国民生活セ

ンターに報告されている。その内訳は、皮膚障害と熱傷が主で、熱傷は機器によるものが

多いようである。一方皮膚障害は、化粧品や手技による刺激、機器による刺激、利用者に

脆弱皮膚のリスク要因があったなど原因は多岐にわたる。本研究では、エステティックの

施術による皮膚への安全性の確認、エステティック施術に使用される機器類の取り扱い

に関する注意事項、営業施設において利用者がリスク要因を持っているかどうかの確認

を徹底するための方策などを検討し、啓発資料を作成、配布した。また、エステティック

利用者を対象に健康被害防止のための考え方を作成し公表した。施設の衛生管理の徹底

については、エステティック施術の際オイルなどをふき取る目的で使用されるスチーム

タオルの細菌数調査、手洗い前後、施術前後の手指細菌調査、施術による細菌類の伝播な

どの調査を行い、昨年度までの研究結果も加味して、エステティック営業施設対象「衛生

管理は手洗いから」「衛生管理のポイント」などの啓発資料を作成、配布した。 



Ｂ 研究方法 

 

１．独立行政法人国民生活センターの健康

被害情報の収集  

独立行政法人国民生活センターでは，日 

本全国の消費者相談窓口に寄せられる消費 

者相談を「消費生活相談データベース（Ｐ 

ＩＯ－ＮＥＴ）」で集約している。平成28

年度，ＰＩＯ－ＮＥＴに寄せられた「エス

テティック」に関する健康被害の詳細情報

の公開を受け，集計した。 

また、過去 5 年間の健康被害件数の推移に

ついて検討を行った。 

 

２．フェイシャルスキンケアの皮膚に対す

る影響試験 

1)実施時期 平成 29 年 10 月 25 日 

      平成 29 年 11 月 22 日 

      平成 29 年 12 月 13 日 

2)実施場所 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森病院      

3)被 験 者 健常成人女性 12 名 

(平均年齢31.6歳) 

平成２７年度～平成２９年度共通 

4)対象施術 フェイシャルスキンケア  

5)測定項目 

写真撮影  

角層水分量(CorneometerⓇCM825)  

水分蒸散量(TewameterⓇTM300)  

真皮水分量(Moisture Meter D)  

6)試験方法 

エステティック業界の民間資格を有する 

技術者が，フェイシャルエステティックベ 

ーシック施を提供した。  

①被験者からの同意取得  

②担当医師による診察及び写真撮影  

③施術前測定  

④施術  

⑤施術後測定  

⑥担当医師による診察及び写真撮影 

 

３．超音波機器の皮膚に対する影響試験 

1)実施時期 平成 29 年 11 月 6 日 

2)実施場所 和歌山県立医科大学みらい医療 

推進センター人工気候室 

3)被 験 者 健常成人女性 6 名 

(対象部位：腹部) 

4)対象機器 3 機種(P１８) 

5)測定項目  

写真撮影 

   角層水分量(Corneometer®CM825) 

   水分蒸散量(Tewameter®TM300) 

   表面温度測定(サーモグラフィカメラ) 

6)試験方法 

  ①被験者からの同意取得 

  ②担当医師による診察 写真撮影 

  ③施術前 皮膚状態の測定 

  ④腹部にジェル(販売業者の指定する専用

品)を塗布し、正中線の左右それぞれに

異なる機器で順番に施術を行う 

  ⑤施術中サーモグラフィカメラによる温度変 

化の測定 

  ⑥施術後 皮膚状態の測定 

  ⑦担当医師による診察 写真撮影 

 

４．エステティック営業施設で使用される

機器類の安全性確保について 

これまでの研究において実施した機器類 

の安全性試験の結果、使用機器アンケート

調査結果及び一般社団法人日本エステティ

ック工業会など関係者からのヒアリング結

果を踏まえ、エステティック営業施設対象

の啓発資料を作成する。 



５．エステティック利用者背景の聞き取りによる

健康被害防止対策について 

昨年度の研究で行った「エステティック営業 

施設利用者が持つアレルギーや疾患等に関

する調査」結果及び調査に協力した営業施設

のヒアリング結果をもとに検討を行った。 

 

６．消費者対象啓発資料について 

「慢性疾患患者に対するアンケート調査」 

「エステティック営業施設利用者が持つ疾患や

アレルギー等に関する調査」及び皮膚科医師

より収集した健康被害事例、化粧品・機器安

全性試験等を活用して検討を行った。 

 

７． フェイシャル施術用スチームタオル保温

庫とスチームタオルの汚染状況調査 

1)実施時期 平成29年8月～9月 

2)実施場所 都内エステティック営業施設 

6か所 

3)サンプル採取箇所  

①保温庫内扉  

②保温庫外表面  

③保温庫外取手部分  

④施術用スチームタオル（未使用） 

4)試験方法 

・保温庫  

①生理食塩水１ｍｌが入った滅菌スピッツに 

綿棒を入れて、綿棒を湿らせる。  

②各調査箇所をよく①の綿棒でぬぐいとる。  

③①のスピッツ内の生理食塩水に②でぬぐっ

た綿棒をよく懸濁する。  

④血液寒天培地に１００μℓずつ接種し、塗り

広げて３７℃で培養する。  

⑤菌数をカウントする。 

・施術用スチームタオル 

①生理食塩水２ｍｌが入った滅菌スピッツに 

１ｃｍ３角に切った使用前のスチームタオル

を入れ、よく混和する。  

②①を血液寒天培地に１００μℓずつ接種し、

塗り広げ３７℃で培養する。  

③菌数をカウントする。  

④主要な菌種について同定試験を行う。 

 

８．被施術者から施術者への細菌類の伝播 

に関する調査 

●施術者の手指細菌調査  

1)実施時期 平成29年11月22日 

平成29年12月13日 

2)実施場所 東邦大学医療センター大森病院 

3)被験者  2名(実務経験20年以上1名 実務

経験1年未満1名)  

4)対象施術 フェイシャルスキンケア  

5)試験方法  

①施術直前及び施術直後について，施術者 

のハンドスタンプ（栄研化学ハンドペタ 

ンチェックⅡ（ＳＣＤ－ＬＰ培地）を採 

取する。  

②37℃一昼夜培養後，生育した細菌数をチ 

ェックし，同定試験を行う。  

●被験者の顔面皮膚の細菌検査  

1)実施時期 平成29年11月22日 

平成29年12月13日 

2)実施場所 東邦大学医療センター大森病院 

3)被験者 健常成人女性8名(平均年齢31.6歳) 

平成27年度～平成29年度共通 

4)対象施術 フェイシャルスキンケア  

5)試験方法  

①施術直前及び施術直後について，被験者 

の顔面皮膚を滅菌綿棒で拭う。具体的に 

は滅菌綿棒を滅菌生理食塩水に浸し顔面 

（額，鼻筋，頬，あご）を拭う。  

②拭った綿棒を１mlの生理食塩水に溶解し 



た後，100ulずつMRSA培地，血液寒 天培 

地に塗布する。37℃一昼夜培養後，生育 

した細菌数をチェックし，同定試験を行 

う。 

 

９．学生および講師の手洗い実験 

1)実施時期 平成29年12月7日(学生) 

        平成29年12月14日(講師) 

2)実施場所  

学生 学校法人三幸学園 東京ビューテ 

ィーアート専門学校 

 

   講師 一般社団法人日本エステティック 

協会 

3)被験者  学生 26名(平均年齢18.7歳) 

        講師 30名(平均年齢51.5歳) 

4)対 象  手指 

5)試験方法 

「衛生管理は手洗いから」(平成27年度の本

研究で作成した手洗い指導ツール)を配布 

し、記載されている手洗い手順で手洗いを

行う。 

①ハンドスタンプ採取 

②流水洗浄 5秒 

③ハンドソープでもみ洗い 10秒 

④流水ですすぎ洗い 15秒 

⑤ペーパータオル2枚で拭き取り後ハンド 

スタンプ採取 

⑥手洗いに関するアンケート調査票記入 

⑦ハンドスタンプを37˚C 一昼夜培養後、 

生育した細菌数をカウントする。 

 

10. 手洗い啓発に関する検討(資料‐13) 

別添 改訂版「衛生管理は手洗いから」を作

成配布した。 

 

11.施設の衛生管理に関する啓発についての 

 検討 

平成 27 年度「技術者養成施設における衛

生管理教育に関する実情についてのアンケー

ト調査」「技術者養成施設教員に対する聞き取

り調査」 平成 28 年度エステティック営業施設

対象「衛生管理状況に関するアンケート調査」 

平成 29 年度「フェイシャル施術用スチームタ

オル保温庫とスチームタオルの汚染状況調査」

などの結果を踏まえ検討を行った。 

 

12 倫理面への配慮 

アンケート及び試験開始前に，被験者に 

同意取得のための説明文書に基づき説明し

たうえで，試験への参加について「自由意思

による同意」を得た。なお，本試験は公益財

団法人日本エステティック研究財団倫理審

査委員会で承認を受けた。 

 

C 研究結果 

 

１ 独立行政法人国民生活センターの健康

被害情報の収集 

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月

31 日までに全国の都道府県市町村の消費

者相談窓口に寄せられた消費者相談のうち

「エステティックサービス」の健康被害に

関する相談 590 件の詳細情報を国民生活セ

ンターから収集した。 

その結果、平成 28 年度の相談件数 590 件

の原因施術別件数は、美顔エステ 145 件

(24.6％)痩身エステ141件(23.9％)脱毛エス

テ 136 件(23.1％)だった。 

国民生活センターの分類による危害の内容

は、皮膚障害(定義＝皮膚の発疹、かぶれ、

湿疹、かゆみ、ひりひりする、皮膚が黒ずむ、



シミができるなどの症状。目で見える範囲

に前述した症状が出たもの。)が 225 件

(38.1％)熱傷 123 件(20.8％)だった。 

(資料-1) 

過去 5 年間の比較では、相談件数は 600

件前後で推移していた。原因施術は、美顔エ

ステ 40.3％(平成 24 年度)→24.6％(平成 28

年度) 他のエステサービス 10.8％(平成 24

年度)→22.2%(平成 28年度) 危害の内容で

は、皮膚障害 45.6％(平成 24 年度)→38.1％

(平成 28 年度) 熱傷 17.7％(平成 24 年度)

→20.8％(平成 28 年度) 擦過傷・挫傷・打

撲傷 8.5％(平成 24 年度)→13.7％(平成 28

年度)だった。性別は、95％前後が女性、年

代は、20 歳代 30 歳代で約半数を占めてい

た。(資料-2) 

 

２ フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

 昨年度と同様、フェイシャルエステティック施

術が皮膚に与える影響について、健常女性 12

名(平均年齢 31.6 歳)の被験者にエステティッ

ク業界の民間資格を有する技術者 2 名(実務

経験 20 年以上の技術者 1 名 実務経験 1 年

未満の技術者 1 名)が施術を提供、施術前後

の角層水分量、水分蒸散量、真皮水分量を測

定し、検証した。 

その結果、被験者 12 名 施術前後の医師

の診察、角層水分量、水分蒸散量、真皮水分

量、すべて問題となる事象はなかった。また、

技術者の熟練度の差による皮膚への影響に

ついては、有害事象につながる兆候は見られ

なかった。(資料-3) 

 

３ 超音波機器の皮膚に対する影響試験 

 被験者 6 名 1 機種につき 4 例 のべ 12 例

の試験を行った。有害事象と考えられる事例

は見られなかった。角層水分量、水分蒸散量

ともに異常な数値はなく、皮膚表面温度は、施

術を行うと上昇するが、39℃を超えることはな

かった。機器 B において施術直後に発赤を伴

う丘疹がみられたが、有害事象に至るものでは

なかった。(資料-4) 

 

４ エステティック営業施設で使用される機器

類の安全性確保について 

エステティック営業施設で使用される機器は、

医療機器ではなく美容を目的として作られたも

のが原則である。しかし、取扱説明書がないた

めの誤使用やメンテナンスが十分ではない業

者による故障などから健康被害の発生する可

能性があると考え、機器選定、検討、購入、使

用時の注意事項をまとめた。(資料-5) 

 

５ エステティック利用者背景の聞き取りによる 

健康被害防止対策について 

健康被害のリスクが高い利用者に対し、通

常の施術ではなくリスクに合わせた施術を提

供することで健康被害の防止につながると考

え、昨年度の研究で行った「エステティック営

業施設利用者が持つアレルギーや疾患等に

関する調査」結果を踏まえ、「エステティック施

術の安全性向上のためのモデルカウンセリン

グシート（例）」及び聞き取った結果に対する施

術上の注意点を合わせて作成した。(資料-6) 

 

６ 消費者対象啓発資料について 

別添のとおりわかりやすくすることを目的に 1

ページにまとめた。(資料-7) 

 

７ フェイシャル施術用スチームタオル保温

庫とスチームタオルの汚染状況調査 



●保温庫 内扉、表面、外側取手 

ほとんど汚染がみられなかった。 

cfu/ml 

 取手 表面 内部 

施設 A 10 0 0 

施設 B 0 0 0 

施設 C 0 0 0 

施設 D 0 0 0 

施設 E 0 0 10 

施設 F 0 0 30 

 

●施術用スチームタオル(資料‐8) 

６施設中5施設より使用前のスチームタオ

ル１ｃｍ3より１０１～１０３の細菌が検出された。  

そのうち高温に耐える芽胞形成菌である 

Bacillus属の菌が検出された。  

施設 D では免疫不全患者などに病原性を

示す Bacillus cereus の可能性がある

菌が検出された。 

 

８  フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

●施術者の手指細菌調査(資料‐9) 

11月22日 

①施術者１では施術前に比較して施術後の方 

が圧倒的に菌数が多かったのに対し、施術

者２では施術前にも数十～数百程度存在し

ていた。 

②施術者１では被験者１、被験者３の施術後 

でとびひなどの原因となるS.aureusが検出さ

れたがほとんどがCNSであった。 

③施術者２では施術前後でCNSのみが検出さ

れた。 

12月13日 

①施術者１・２とも施術前後で皮膚の常在菌で 

あるコアグラーゼ陰性Staphylococcus(CNS) 

が検出された。また施術前後では施術後の

方が菌数が多く、被験者由来の菌である可

能性が示唆された。 

●被験者の顔面皮膚の細菌検査(資料‐10) 

11月22日 

①被験者1～３ではとびひなどの原因となる

MSSAが検出されたが、耐性菌であるMRSA

は検出されなかった。 

12月13日 

①被験者の顔面皮膚より病原性に関与する菌 

は検出されなかった。 

 

９ 講師および学生の手洗い実験(資料‐11) 

●手洗いに関するアンケート調査結果 

1）指定された手洗い手順通りに手洗いが行え 

たかどうかの自己評価(VAS法) 

講師 平均8.26ｃｍ 学生 平均9.15㎝とど

ちらも指定通り洗えたと評価していた。 

2）いつもの手洗い時間との比較(VAS法) 

今回の手洗い時間は30秒だったが、講師 

平均7.35㎝ 学生5.63㎝と講師は普段より

長く感じていた。 

3）指定された手洗い手順のうち普段実行して

いない項目(複数回答) 

講師群では、「手のひらの上で指先を洗う」

50.0% 「親指を握るように洗う」46.7% 「手首の

上を洗う」30.0% 学生群では、「親指を握るよう

に洗う」65.4% 「手首の上まで洗う」38.5% 「手

のひらの上で指先を洗う」30.8% 普段実行して

いないと回答した。 

4）手洗いがおろそかになる状況(複数回答) 

施術後など特定の状況ではなく、「忙しい

時」や「水が冷たい」などの回答が多かった。 

 

●手洗い前後のハンドスタンプの菌数結果 

(資料‐12) 



講師群では、手洗い前に比べ手洗い後 菌 

数が多い傾向があった。学生群では、手洗い

後の方が菌数が少ない傾向だった。 

 

10 手洗い啓発に関する検討(資料‐13) 

別添「衛生管理は手洗いから」改訂版を作 

成配布した。 

 

11 施設の衛生管理に関する啓発についての

検討 

別添「エステティック営業施設向け啓発資 

料」を作成配布した。(資料‐14) 

 

Ｄ．考察 

１ 独立行政法人国民生活センターの健康被 

害情報の収集 

エステティックに関する危害相談件数は、 

600 件前後で推移しているが、その内訳は若

干変化している。原因となった施術内容は、今

までの美顔、痩身、脱毛に加え、「他のエステ

サービス」が 5 年前に比べ 10％以上増加して

いた。危害の内容では、皮膚障害が直近 2 年

度約 5％減少し、擦過傷・挫傷・打撲傷が増加

していた。性別はほとんどが女性で、年代は

20 歳代 30 歳代で半数を占めるなどの傾向は

変わらなかった。 

 

２ フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

接触皮膚炎などの有害事象はなかった。 

3 年間で 34 例試験を行った。(40 歳未満 19 

例 40 歳以上 15 例)その結果、健康被害につ

ながる有害事象は見られなかった。施術により

角層水分量が極端に減ったり、水分蒸散量が

上昇してしまうと有害事象につながる。施術経

験により有意差が出てしまうと注意喚起に値す

ると考え比較検討した。経験 20 年以上と経験

1 年未満の技術者半数ずつで試験を行ってお

り、経験 20 年以上の技術者と比べて経験 1 年

未満の技術者で水分蒸散量が増加している

(皮膚をこすり過ぎて乾燥を助長している可能

性が考えられる。)ように思われた。 

 

３ 超音波機器の皮膚に対する影響試験 

超音波とは、人間の耳（聴覚器官）では聞く

ことのできない高い周波数をもった音の波（音

波振動）のことで、医療では、音波の反射を利

用して臓器などの検査に多く活用されている。

エステティックでは超音波の振動を利用した温

熱効果により痩身施術目的などで用いられて

いるが、昨今、超音波によると思われる健康被

害が報告されている。今回の試験では、エステ

ティックで使用されている超音波装置 3 機種が

皮膚に与える影響を測定し、その安全性を検

討した。その結果、有害事象に当たるケースは

見られなかった。 

ただし、機器 B においては、施術直後 発

赤を伴う丘疹を 3 名に認めている。サーモグラ

フィによる皮膚表面温度に関しては、熱傷に

至る熱を発しておらず、一時的な皮膚変化と

考えた。 

以上により、エステティックで痩身施術目的 

として用いられている超音波施術に関しては、

施術前のインフォームドコンセントでは、発赤・

皮疹などの副作用の説明・記載は必要であり、

場合によっては皮膚科専門医の診察が必要と

考える。 

 

４ エステティック営業施設で使用される機器

類の安全性確保について 

エステティック営業施設における機器の取り

扱いがより慎重になることで機器使用による熱



傷などの健康被害が減少することが期待され

る。 

 

５ エステティック利用者背景の聞き取りによる

健康被害防止対策について 

今後の高齢化社会を踏まえエステティック 

利用者の年齢層が高くなる事が予想されてお

り、今回の調査研究でも糖尿病やアトピー性

皮膚炎などハイリスク要因のある消費者がエス

テティックを利用していることが判明した。この

ことから、エステティック営業施設では、利用者

のハイリスク要因をきちんと把握して適切なサ

ービスを組み立てる必要がある。そこで、施術

前の聞き取りを正しく行えるカウンセリングツー

ルを作成し配布した。カウンセリングツールに

は、施術前注意事項を書き加えてあるので、

施術者に利用者背景を理解する上で参考に

なるようにした。サロン内での勉強会、講習会

を企画して利用者背景調査の必要性につい

て啓発していく。 

 

６ 消費者対象啓発資料について 

平成27年度の「慢性疾患患者に対するアン 

ケート調査」では、アトピー性皮膚炎、糖尿病 

患者を対象に調査を行った結果、どちらの疾 

患でもエステティックを受けていた。平成 28 年 

度の「エステティック営業施設利用者が持つ疾 

患やアレルギー等に関する調査」では、7 割以 

上が身体疲労やストレスを感じており、約 6 割 

が何らかのアレルギーをもち、16％が慢性疾 

患だった。これらのアレルギー、慢性疾患にお 

いては健常な皮膚に比べ健康被害のリスクが 

高くなるのでエステティック施術前にきちんと 

聞き取り、注意深く施術を行う必要がある。消 

費者にも自身の体質やリスクを理解し、エステ 

ティック施術を受ける前にきちんと申告し、施 

術中にヒリヒリ感、かゆみ、痛み等 違和感を感 

じたらすぐに申し出ることなどを啓発したい。 

 

７  フェイシャル施術用スチームタオル保温

庫とスチームタオルの汚染状況調査 

Bacillus cereus は術後においての傷口感

染、敗血症の原因にもなることから、今後はエ

ステサロンにおいては使い捨てハンドタオルも

しくは滅菌後の使用が望ましいと考えられた。 

 

８  フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

今までの研究と同様に実務経験 20 年以上

の技術者のほうが実務経験 1 年未満に比べ

て施術後の菌数が多い傾向が見られた。被験

者が持つと思われる MRSA なども技術者の手

指に伝播していると思われ、技術者が施術後

に手洗いをおこなうことの重要性が再認識され

た。 

 

９ 講師および学生の手洗い実験 

今回は、手洗い指導ツールの有効性を検証

する目的で試験を行った。その結果、手洗い

前後の菌数の推移は、学生群では菌数が減

少していたが講師群では増加する傾向があっ

た。また、講師、学生ともに推奨されている手

順で普段実行していない項目が共通してお

り、今後の指導の参考にしていきたい。手洗い

がおろそかになる状況では、「施術前」「施術

後」など特定の状況ではなく「忙しい時」「水が

冷たい」など外的要因が加わるときが多かっ

た。 

 

10 手洗い啓発に関する検討 

「講師及び学生の手洗い実験」の際行った

アンケート調査及びハンドスタンプの結果から



「親指を握るように洗う」「手首の上まで洗う」

「手のひらの上で指先を洗う」項目が普段実践

していないように見受けられたことから、特に親

指、指先を洗うことについて強調した。平成 27

年度版では、「手洗いのイラストが小さい」「施

術後の手洗いについて解説がほしい」などの

意見に基づいて改訂版を作成した。 

 

11 施設の衛生管理に関する啓発についての

検討 

技術者養成施設においてきちんとした衛生 

管理教育を行っても現場に実習に行くと衛生

管理がないがしろにされているなど、学校教育

と現場での対応にギャップがあることが問題点

として指摘されている。このことは、エステティッ

ク営業施設へのアンケート調査により衛生管

理に必要な21項目について、すべて実施して

いる施設が60％だったことから納得できる指摘

と考えられた。そこで、今回作成した啓発資料

には、衛生管理に必要な21項目を実施するポ

イントを掲載した。 

また、その他の注意すべき点として平成29 

年度に行った「スチームタオルの汚染状況」を

掲載するとともに過去作成した雑巾の管理

などに関する注意喚起を再掲した。施術者

が日常業務で手洗いの徹底を心がけること

が感染伝播阻止に有用であることを啓発す

る必要がある。施術による細菌の受け渡しの

評価を継続してきた検査結果を元に、感染

対策上の安全性を確保する上で最も重要

である手洗い指導教育の充実を図っていき

たい。 

 

 

 

 

Ｅ．結論 

毎年エステティック施術による健康被害が国 

民生活センターに報告されている状況を把握

してその原因調査をしていく中で、安全な施術

提供を目的として具体的に施術者への教育体

制を整えている現状である。同時に利用者側

にも自身のために安全施術の提供を受けるよ

うに啓発を図る必要性を感じている。法的規制

が十分でないエステティック施術では、対象範

囲が広いことから安全性の確認されていない

機器や技術が導入されやすい環境にある。今

後も機器や技術の安全性の検討を続け、施術

者、経営者対象のみでなく利用者の教育にも

力を入れていきたい。 

 

F 健康危害情報 

   なし 

 

G 研究発表 

●20170905 第 11 回エステティック学術会

議 

○関東裕美，鷲崎久美子（東邦大・大森） 

古川福実，山本有紀（和歌山県立医大） 

 

H 知的財産権の出願・登録状況 

   なし 
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平成 29 年度分担研究報告書 

エステティックの施術による身体への危害についての原因究明及び衛生管理に関する研究 

 

研究代表者 関東 裕美 公益財団法人日本エステティック研究財団 

 

１ エステティックサービスにおける健康被害の実態把握及び原因の究明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究分担者 古川福実 和歌山県立医科大学医学部法医学講座博士研究員 

研究分担者 山本有紀 和歌山県立医科大学医学部皮膚科准教授 

研究分担者 鷲崎久美子 東邦大学医学部皮膚科学講座講師 

研究協力者 マルホ株式会社 京都Ｒ＆Ｄセンター 

 

Ａ 研究目的 

エステティックサービスは、手技、化粧

品、機器等を用いて、顧客の皮膚に直接触れ

るものである。これまでの研究で、国民生活

センター等に寄せられているエステティッ

クの施術による健康被害の相談について、

その危害の傾向は把握されているところで

ある。今後、最近の施術の実態状況を把握す

るとともに、これまでに蓄積されたデータ

を踏まえ、例年、エステティックの危害の内

訳の上位を占めている皮膚障害等の原因究

明に向けて分析、評価等を行い、健康被害の

防止に向けた対応策を提言することを目的

とする。 

 

Ｂ 研究方法 

 

１ 独立行政法人国民生活センターの健康

被害情報の収集 

国民生活センターでは、日本全国の消費

者相談窓口に寄せられる消費者相談を「消

費生活相談データベース(PIO-NET)」で集

約している。平成 28 年度 PIO-NET に寄せ

られた「エステティックサービス」に関する

研究要旨 

本研究の目的は、エステティックサービスにより発生している健康被害の原因を究明

し、その防止対策を立案普及することである。エステティックサービスによる健康被害

は、独立行政法人国民生活センターに年間約 600 件報告されており、その対策が求めら

れている。健康被害は、皮膚障害と熱傷が多く、軽微なケースが多いと考えられているが、

まれに入院加療を余儀なくされる例もある。平成 27 年度平成 28 年度に行った、皮膚科

医師、エステティック利用者への調査などから、エステティック営業施設関係者、養成施

設関係者、利用者対象の啓発資料を作成配布した。                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



健康被害の詳細情報の公開を受け集計した。

また、過去 5 年間の健康被害件数の推移に

ついて検討を行った。 

 

２ フェイシャルスキンケアの皮膚に対す

る影響試験 

1)実施時期 平成 29 年 10 月 25 日 

      平成 29 年 11 月 22 日 

      平成 29 年 12 月 13 日 

2)実施場所 東邦大学医療センター大森病 

      院 

3)被験者 健常成人女性 12 名 

(平均年齢 31.6 歳) 

4)対象施術 フェイシャルスキンケア 

5)測定項目 

   写真撮影 

   角層水分量(Corneometer®CM825) 

   水分蒸散量(Tewameter®TM300) 

     真皮水分量(Moisture Meter D) 

 

 

 

 

 

 

 

6)試験方法 

  エステティック業界の民間資格を有する技 

術者が、フェイシャルエステティックベーシッ 

ク施術を提供し、施術前後の皮膚状態を測

定した。 

①被験者洗顔 

②被験者からの同意 

③担当医による問診、診察、写真撮影 

④施術前測定 

⑤施術 

⑥施術後測定 

⑦担当医による診察、写真撮影 

 

３ 超音波機器の皮膚に対する影響試験 

1)実施時期 平成 29年 11月 6日 

2)実施場所 和歌山県立医科大学みらい医療 

推進センター人工気候室 

3)被験者 健常成人女性 6名 

(対象部位：腹部) 

4)対象機器  

 

※なお、機器使用時はすべての機器で対象

部位にジェルを塗布している 

 

 

 

機

器 
出力周波数 パワー パワー密度 

照射時

間 
出力形式 

A 47KHｚ 3.8W(Lv.1) 0.14W/c ㎡（Lv.1)  20 分 連続式 

    7W(Lv.2) 0.26W/c ㎡（Lv.2)  停止   

B 32ＫＨｚ(Ｓ) １０Ｗ 0.18W/c ㎡（S)  30 分 連続式 パルス式 

  37ＫＨｚ（Ｌ）    0.32W/c ㎡（L)  停止   

C 40KHｚ 45W 3W/c ㎡（MAXIMUM)  
5.10.15

分 
連続式 パルス式 

 



4)測定項目  

写真撮影 

   角層水分量(Corneometer®CM825) 

   水分蒸散量(Tewameter®TM300) 

   表面温度測定(サーモグラフィカメラ) 

5)試験方法 

  ①被験者からの同意取得 

  ②担当医師による診察 写真撮影 

  ③施術前 皮膚状態の測定 

  ④腹部にジェル(販売業者の指定する専用

品)を塗布し、正中線の左右それぞれに

異なる機器で順番に施術を行う 

  ⑤施術中サーモグラフィカメラによる温度変 

化の測定 

  ⑥施術後 皮膚状態の測定 

  ⑦担当医師による診察 写真撮影 

 

４ エステティック営業施設で使用される

機器類の安全性確保について 

これまでの本研究において実施した機器 

類の安全性試験の結果及び一般社団法人日

本エステティック工業会など関係者からの

ヒアリングを踏まえ、エステティック営業

施設対象の啓発資料を作成する。 

 

５ エステティック利用者背景の聞き取りによる

健康被害防止対策について 

昨年度の研究で行った「エステティック営業 

施設利用者が持つアレルギーや疾患等に関

する調査」結果及び調査に協力した営業施設

のヒアリングをもとに検討を行った。 

 

６ 消費者対象啓発資料について 

平成27年度の「慢性疾患患者に対するアン 

ケート調査」平成 28 年度の「エステティック営

業施設利用者が持つ疾患やアレルギー等に

関する調査」及び皮膚科医師より収集した健

康被害事例、化粧品・機器安全性試験等を活

用して検討を行った。 

 

７．倫理面への配慮 

アンケート及び試験開始前に，被験者に 

同意取得のための説明文書に基づき説明し

たうえで，試験への参加について「自由意

思による同意」を得た。なお，本試験は公

益財団法人日本エステティック研究財団倫

理審査委員会で承認を受けた。 

 

Ｃ 研究結果 

 

１ 独立行政法人国民生活センターの健康

被害情報の収集 

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月

31 日までに全国の都道府県市町村の消費

者相談窓口に寄せられた消費者相談のうち

「エステティックサービス」の健康被害に

関する相談 590 件の詳細情報を国民生活セ

ンターから収集した。 

その結果、平成 28 年度の相談件数 590 件

の原因施術別件数は、美顔エステ 145 件

(24.6％)痩身エステ141件(23.9％)脱毛エス

テ 136 件(23.1％)だった。 

国民生活センターの分類による危害の内容

は、皮膚障害(定義＝皮膚の発疹、かぶれ、

湿疹、かゆみ、ひりひりする、皮膚が黒ずむ、

シミができるなどの症状。目で見える範囲

に前述した症状が出たもの。)が 225 件

(38.1％)熱傷 123 件(20.8％)だった。 

(資料-1) 

過去 5 年間の比較では、相談件数は 600

件前後で推移していた。原因施術は、美顔エ

ステ 40.3％(平成 24 年度)→24.6％(平成 28



年度) 他のエステサービス 10.8％(平成 24

年度)→22.2%(平成 28年度) 危害の内容で

は、皮膚障害 45.6％(平成 24 年度)→38.1％

(平成 28 年度) 熱傷 17.7％(平成 24 年度)

→20.8％(平成 28 年度) 擦過傷・挫傷・打

撲傷 8.5％(平成 24 年度)→13.7％(平成 28

年度)だった。性別は、95％前後が女性、年

代は、20 歳代 30 歳代で約半数を占めてい

た。(資料-2) 

 

２ フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

 昨年度と同様、フェイシャルエステティック施

術が皮膚に与える影響について、健常女性 12

名(平均年齢 31.6 歳)の被験者にエステティッ

ク業界の民間資格を有する技術者 2 名(実務

経験 20年以上の技術者 1名 実務経験 1年

未満の技術者 1 名)が施術を提供、施術前後

の角層水分量、水分蒸散量、真皮水分量を測

定し、検証した。 

その結果、被験者 12 名 施術前後の医師

の診察、角層水分量、水分蒸散量、真皮水分

量、すべて問題となる事象はなかった。また、

技術者の熟練度の差による皮膚への影響に

ついては、有害事象につながる兆候は見られ

なかった。(資料-3) 

 

３ 超音波機器の皮膚に対する影響試験 

 被験者 6 名 1 機種につき 4 例 のべ 12 例

の試験を行った。有害事象と考えられる事例

は見られなかった。角層水分量、水分蒸散量

ともに異常な数値はなく、皮膚表面温度は、施

術を行うと上昇するが、39℃を超えることはな

かった。機器 B において施術直後に発赤を伴

う丘疹がみられたが、有害事象に至るものでは

なかった。(資料-4) 

 

４ エステティック営業施設で使用される機器

類の安全性確保について 

エステティック営業施設で使用される機器は、

医療機器ではなく美容を目的として作られたも

のが原則である。しかし、取扱説明書がないた

めの誤使用やメンテナンスが十分ではない業

者による故障などから健康被害の発生する可

能性があると考え、機器選定、検討、購入、使

用時の注意事項をまとめた。(資料-5) 

 

５ エステティック利用者背景の聞き取りによる 

健康被害防止対策について 

健康被害のリスクが高い利用者に対し、通

常の施術ではなくリスクに合わせた施術を提

供することで健康被害の防止につながると考

え、昨年度の研究で行った「エステティック営

業施設利用者が持つアレルギーや疾患等に

関する調査」結果を踏まえ、「エステティック施

術の安全性向上のためのモデルカウンセリン

グシート（例）」及び聞き取った結果に対する施

術上の注意点を合わせて作成した。(資料-6) 

 

６ 消費者対象啓発資料について 

別添のとおりわかりやすくすることを目的に 1

ページにまとめた。(資料-7) 

 

 

Ｄ．考察 

１ 独立行政法人国民生活センターの健康被 

害情報の収集 

エステティックに関する危害相談件数は、 

600 件前後で推移しているが、その内訳は若

干変化している。原因となった施術内容は、今

までの美顔、痩身、脱毛に加え、「他のエステ

サービス」が 5 年前に比べ 10％以上増加して



いた。危害の内容では、皮膚障害が直近 2 年

度約 5％減少し、擦過傷・挫傷・打撲傷が増加

していた。性別はほとんどが女性で、年代は

20 歳代 30 歳代で半数を占めるなどの傾向は

変わらなかった。 

 

２ フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

接触皮膚炎などの有害事象はなかった。 

3年間で 34例試験を行った。(40歳未満 19 

例 40歳以上 15例)その結果、健康被害につ

ながる有害事象は見られなかった。施術により

角層水分量が極端に減ったり、水分蒸散量が

上昇してしまうと有害事象につながる。施術経

験により有意差が出てしまうと注意喚起に値す

ると考え比較検討した。経験 20 年以上と経験

1年未満の技術者半数ずつで試験を行ってお

り、経験 20年以上の技術者と比べて経験 1年

未満の技術者で水分蒸散量が増加している

(皮膚をこすり過ぎて乾燥を助長している可能

性が考えられる。)ように思われた。 

 

３ 超音波機器の皮膚に対する影響試験 

超音波とは、人間の耳（聴覚器官）では聞く

ことのできない高い周波数をもった音の波（音

波振動）のことで、医療では、音波の反射を利

用して臓器などの検査に多く活用されている。

エステティックでは超音波の振動を利用した温

熱効果により痩身施術目的などで用いられて

いるが、昨今、超音波によると思われる健康被

害が報告されている。今回の試験では、エステ

ティックで使用されている超音波装置 3機種が

皮膚に与える影響を測定し、その安全性を検

討した。その結果、有害事象に当たるケースは

見られなかった。 

ただし、機器 B においては、施術直後 発

赤を伴う丘疹を 3 名に認めている。サーモグラ

フィによる皮膚表面温度に関しては、熱傷に

至る熱を発しておらず、一時的な皮膚変化と

考えた。 

以上により、エステティックで痩身施術目的 

として用いられている超音波施術に関しては、

施術前のインフォームドコンセントでは、発赤・

皮疹などの副作用の説明・記載は必要であり、

場合によっては皮膚科専門医の診察が必要と

考える。 

 

４ エステティック営業施設で使用される機器

類の安全性確保について 

エステティック営業施設における機器の取り

扱いがより慎重になることで機器使用による熱

傷などの健康被害が減少することが期待され

る。 

 

５ エステティック利用者背景の聞き取りによる

健康被害防止対策について 

今後の高齢化社会を踏まえエステティック 

利用者の年齢層が高くなる事が予想されてお

り、今回の調査研究でも糖尿病やアトピー性

皮膚炎などハイリスク要因のある消費者がエス

テティックを利用していることが判明した。この

ことから、エステティック営業施設では、利用者

のハイリスク要因をきちんと把握して適切なサ

ービスを組み立てる必要がある。そこで、施術

前の聞き取りを正しく行えるカウンセリングツー

ルを作成し配布した。カウンセリングツールに

は、施術前注意事項を書き加えてあるので、

施術者に利用者背景を理解する上で参考に

なるようにした。サロン内での勉強会、講習会

を企画して利用者背景調査の必要性につい

て啓発していく。 

 



 

６ 消費者対象啓発資料について 

平成27年度の「慢性疾患患者に対するアン 

ケート調査」では、アトピー性皮膚炎、糖尿病

患者を対象に調査を行った結果、どちらの疾

患でもエステティックを受けていた。平成 28 年

度の「エステティック営業施設利用者が持つ疾

患やアレルギー等に関する調査」では、7 割以

上が身体疲労やストレスを感じており、約 6 割

が何らかのアレルギーをもち、16％が慢性疾

患だった。これらのアレルギー、慢性疾患にお

いては健常な皮膚に比べ健康被害のリスクが

高くなるのでエステティック施術前にきちんと

聞き取り、注意深く施術を行う必要がある。消

費者にも自身の体質やリスクを理解し、エステ

ティック施術を受ける前にきちんと申告し、施

術中にヒリヒリ感、かゆみ、痛み等 違和感を感

じたらすぐに申し出ることなどを啓発したい。 

 

Ｅ．結論 

エステティックの施術は全国で年間のべ

1,000 万人以上の利用者が施術を受けてい

ると言われ、その一方で年間 600 件程度の

健康被害が国民生活センターに報告されて

いる。エステティックで使用されている機

器や化粧品類の調査では、通常の手順や使

用方法であれば問題がないことが分かって

いるが、利用者背景調査では、アレルギーや

慢性疾患を持つ利用者がエステティック施

術を受けており、健常人では問題のない施

術でもこれらの皮膚過敏性素因などを持つ

利用者では健康被害のリスクが高まってい

る状況が推察された。 

今年度の研究は、引き続き施術に使用さ

れる機器類や手技の安全性の検討を行い、

さらにこれまでの研究を取りまとめ、利用

者背景を十分に聞き取るための項目例とそ

の解説、機器類による健康被害を防止する

ために機器選定の注意事項や取扱上の一般

的注意事項、消費者を対象としたエステテ

ィック施術で健康被害を受けないための注

意事項を取りまとめ公表した。 

エステティックにおける健康被害の原因

は多岐にわたり、さらに正確な情報が得に

くいこともあり、原因と思われる項目を一

つひとつ指導していくことが健康被害防止

に役立つ。今後、高齢化社会により利用者の

年齢が上がっていくと思われるので、健康

被害を増やさないために慢性疾患やアレル

ギーなどの利用者背景の聞き取りを徹底し

施術の組み立てに活用することで健康被害

の増加を防げる。加えて利用者自身が安全

対策を実施している施設を利用できるよう

なシステム作り、利用者啓発教育について

当財団で積極的に行なっていく必要がある

のでより充実したホームページ作りを実行

する。 

業界団体の組織率が半分程度とされてい

ることから業界全体にこれらの健康被害防

止対策の浸透には時間が掛かることが予想

されているが、利用者に対する啓発を含め

ることで少しでも早く適正化されると考え

ている。 

エステティックでは、法的規制がなく、対

象範囲が広いことから安全性の確認されて

いない機器や技術が導入されやすい環境に

あり、今後も機器や技術の安全性の検討を

続け、さらに施術者、経営者対象のみでなく

利用者教育にも力を入れていきたい。 

 

F 健康危害情報 

   なし 



 

G 研究発表 

20170905 第 11回エステティック学術会議 

○関東裕美，鷲崎久美子（東邦大・大森） 

古川福実，山本有紀（和歌山県立医大） 

 

H 知的財産権の出願・登録状況 

   なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合研究事業)  

平成 29 年度 分担研究報告書 

エステティックの施術による身体への危害についての原因究明及び衛生管理に関する研究 

 

研究代表者 関東 裕美 公益財団法人日本エステティック研究財団 

 

２ エステティック施設の衛生管理の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究分担者 舘田 一博 東邦大学医学部微生物・感染症学講座 

研究協力者 吉住あゆみ 群馬パース大学保健科学部検査技術学科 

 

Ａ 研究目的 

エステティックサービスは、皮膚に直接素手

で触れるサービスを提供していることから施設

の衛生管理の徹底が求められている。本研究

においては、営業施設での衛生管理を営業実

態に即して徹底できる方策を検討し、営業施

設の衛生環境の向上を目的としている。 

 

Ｂ 研究方法 

１ フェイシャル施術用スチームタオル保温庫

とスチームタオルの汚染状況調査 

1)実施時期 平成29年8月～9月 

2)実施場所 都内エステティック営業施設 

6か所 

3)サンプル採取箇所  

①保温庫内扉  

②保温庫外表面  

③保温庫外取手部分  

④施術用スチームタオル（未使用） 

4)試験方法 

・保温庫  

①生理食塩水１ｍｌが入った滅菌スピッツに綿

棒を入れて、綿棒を湿らせる。  

②各調査箇所をよく①の綿棒でぬぐいとる。  

③①のスピッツ内の生理食塩水に②でぬぐっ

た綿棒をよく懸濁する。  

④血液寒天培地に１００μℓずつ接種し、塗り

広げて３７℃で培養する。  

⑤菌数をカウントする。 

・施術用スチームタオル 

研究要旨 

エステティック施設における衛生環境及び技術者の手指衛生に関する法的規制はない。し

かし、これまでにエステティック施術後に感染が起きた事例もあることから、直接顧客の皮膚に

触れる装置や手指衛生には十分な注意が必要である。 

今年度は、エステティック施術の際オイルなどをふき取る目的で使用されるスチームタオル

及び保温庫の細菌数調査、手洗いの実態調査、施術時 被施術者から施術者の手指への

細菌類の伝播状況の調査を行い、これまでの研究で収集したデータをもとにエステティック営

業施設を対象とした施設の衛生環境向上を目的とした啓発資料を作成配布した。 



①生理食塩水２ｍｌが入った滅菌スピッツに 

１ｃｍ３角に切った使用前のスチームタオル

を入れ、よく混和する。  

②①を血液寒天培地に１００μℓずつ接種し、

塗り広げ３７℃で培養する。  

③菌数をカウントする。  

④主要な菌種について同定試験を行う。 

 

２ フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

●施術者の手指細菌調査 

1)実施時期 平成29年11月22日 

平成29年12月13日 

2)実施場所 東邦大学医療センター大森病院 

3)被験者  2名(実務経験20年以上1名 実務

経験1年未満1名)   

4)対象施術 フェイシャルスキンケア 

5)試験方法 

①施術直前および施術直後について、施術

者のハンドスタンプ（栄研化学ハンドぺたん

チェック卵黄加マンニット食塩培地）を採取

する。 

②37˚C 一昼夜培養後、生育した細菌数をチ

ェックし、同定試験を行う。 

 

●被験者の顔面皮膚の細菌検査 

1)実施時期 平成29年11月22日 

平成29年12月13日 

2)実施場所 東邦大学医療センター大森病院 

3)被験者  健常成人女性8名(平均年齢 

31.6歳)   

4)対象施術 フェイシャルスキンケア 

5)試験方法 

①施術直前および施術直後について、被験

者の顔面皮膚を滅菌綿棒で拭う。具体的に

は滅菌綿棒を滅菌生理食塩水に浸し顔面

（額、鼻筋、鼻腔、頬、あご）を拭う。 

②拭った綿棒を1mlの生理食塩水に溶解した

後、100ulずつMRSA培地、普通寒天培地に

塗布する。37˚C 一昼夜培養後、生育した

細菌数をチェックし、同定試験を行う。 

 

３ 講師および学生の手洗い実験 

1)実施時期 平成29年12月7日(学生) 

        平成29年12月14日(講師) 

2)実施場所  

学生 学校法人三幸学園 東京ビューテ 

ィーアート専門学校 

   講師 一般社団法人日本エステティック 

協会 

3)被験者  学生 26名(平均年齢18.7歳) 

        講師 30名(平均年齢51.5歳) 

4)対 象    手指 

5)試験方法 

「衛生管理は手洗いから」(平成27年度の本

研究で作成した手洗い指導ツール)を配布 

し、記載されている手洗い手順で手洗いを

行う。 

①ハンドスタンプ採取 

②流水洗浄 5秒 

③ハンドソープでもみ洗い 10秒 

④流水ですすぎ洗い 15秒 

⑤ペーパータオル2枚で拭き取り後ハンド 

スタンプ採取 

⑥手洗いに関するアンケート調査票記入 

⑦ハンドスタンプを37˚C 一昼夜培養後、 

生育した細菌数をカウントする。 

 

４ 手洗い啓発に関する検討(資料‐13) 

別添「衛生管理は手洗いから」改訂版を作

成配布した。 

 



５ 施設の衛生管理に関する啓発についての

検討 

平成27年度「技術者養成施設における衛生

管理教育に関する実情についてのアンケート

調査」「技術者養成施設教員に対する聞き取り

調査」 平成28年度エステティック営業施設対

象「衛生管理状況に関するアンケート調査」 

平成29年度「フェイシャル施術用スチームタオ

ル保温庫とスチームタオルの汚染状況調査」

の結果を踏まえ検討を行った。 

 

 

Ｃ 研究結果 

１  フェイシャル施術用スチームタオル保温

庫とスチームタオルの汚染状況調査 

●保温庫 内扉、表面、外側取手 

ほとんど汚染がみられなかった。 

cfu/ml 

 取手 表面 内部 

施設 A 10 0 0 

施設 B 0 0 0 

施設 C 0 0 0 

施設 D 0 0 0 

施設 E 0 0 10 

施設 F 0 0 30 

 

●施術用スチームタオル(資料‐8) 

６施設中5施設より使用前のスチームタオ

ル１ｃｍ3より１０１～１０３の細菌が検出された。  

そのうち高温に耐える芽胞形成菌である 

Bacillus属の菌が検出された。  

施設 D では免疫不全患者などに病原性を

示す Bacillus cereus の可能性がある

菌が検出された。 

 

２  フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

●施術者の手指細菌調査(資料‐9) 

11月22日 

①施術者１では施術前に比較して施術後の方 

が圧倒的に菌数が多かったのに対し、施術

者２では施術前にも数十～数百程度存在し

ていた。 

②施術者１では被験者１、被験者３の施術後 

でとびひなどの原因となるS.aureusが検出さ

れたがほとんどがCNSであった。 

③施術者２では施術前後でCNSのみが検出さ

れた。 

12月13日 

①施術者１・２とも施術前後で皮膚の常在菌で 

あるコアグラーゼ陰性Staphylococcus(CNS) 

が検出された。また施術前後では施術後の

方が菌数が多く、被験者由来の菌である可

能性が示唆された。 

●被験者の顔面皮膚の細菌検査(資料‐10) 

11月22日 

①被験者1～３ではとびひなどの原因となる

MSSAが検出されたが、耐性菌であるMRSA

は検出されなかった。 

12月13日 

①被験者の顔面皮膚より病原性に関与する菌 

は検出されなかった。 

 

３ 講師および学生の手洗い実験(資料‐11) 

●手洗いに関するアンケート調査結果 

1）指定された手洗い手順通りに手洗いが行え 

たかどうかの自己評価(VAS法) 

講師 平均8.26ｃｍ 学生 平均9.15㎝とど

ちらも指定通り洗えたと評価していた。 

2）いつもの手洗い時間との比較(VAS法) 

今回の手洗い時間は30秒だったが、講師 

平均7.35㎝ 学生5.63㎝と講師は普段より



長く感じていた。 

3）指定された手洗い手順のうち普段実行して

いない項目(複数回答) 

講師群では、「手のひらの上で指先を洗う」

50.0% 「親指を握るように洗う」46.7% 「手首の

上を洗う」30.0% 学生群では、「親指を握るよう

に洗う」65.4% 「手首の上まで洗う」38.5% 「手

のひらの上で指先を洗う」30.8% 普段実行して

いないと回答した。 

4）手洗いがおろそかになる状況(複数回答) 

施術後など特定の状況ではなく、「忙しい

時」や「水が冷たい」などの回答が多かった。 

 

●手洗い前後のハンドスタンプの菌数結果 

(資料‐12) 

講師群では、手洗い前に比べ手洗い後 菌 

数が多い傾向があった。学生群では、手洗い

後の方が菌数が少ない傾向だった。 

 

４ 手洗い啓発に関する検討(資料‐13) 

別添「衛生管理は手洗いから」改訂版を作 

成配布した。 

 

５ 施設の衛生管理に関する啓発についての

検討 

別添「エステティック営業施設向け啓発資 

料」を作成配布した。(資料‐14) 

 

 

D 考察 

１  フェイシャル施術用スチームタオル保温

庫とスチームタオルの汚染状況調査 

Bacillus cereus は術後においての傷口感

染、敗血症の原因にもなることから、今後はエ

ステサロンにおいては使い捨てハンドタオルも

しくは滅菌後の使用が望ましいと考えられた。 

２  フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影

響試験 

今までの研究と同様に実務経験 20 年以上

の技術者のほうが実務経験 1 年未満に比べ

て施術後の菌数が多い傾向が見られた。被験

者が持つと思われる MRSA なども技術者の手

指に伝播していると思われ、技術者が施術後

に手洗いをおこなうことの重要性が再認識され

た。 

 

３ 講師および学生の手洗い実験 

今回は、手洗い指導ツールの有効性を検証

する目的で試験を行った。その結果、手洗い

前後の菌数の推移は、学生群では菌数が減

少していたが講師群では増加する傾向があっ

た。また、講師、学生ともに推奨されている手

順で普段実行していない項目が共通してお

り、今後の指導の参考にしていきたい。手洗い

がおろそかになる状況では、「施術前」「施術

後」など特定の状況ではなく「忙しい時」「水が

冷たい」など外的要因が加わるときが多かっ

た。 

 

４ 手洗い啓発に関する検討 

「講師及び学生の手洗い実験」の際行った

アンケート調査及びハンドスタンプの結果から

「親指を握るように洗う」「手首の上まで洗う」

「手のひらの上で指先を洗う」項目が普段実践

していないように見受けられたことから、特に親

指、指先を洗うことについて強調した。平成 27

年度版では、「手洗いのイラストが小さい」「施

術後の手洗いについて解説がほしい」などの

意見に基づいて改訂版を作成した。 

 

５ 施設の衛生管理に関する啓発についての

検討 



技術者養成施設においてきちんとした衛生 

管理教育を行っても現場に実習に行くと衛生

管理がないがしろにされているなど、学校教育

と現場での対応にギャップがあることが問題点

として指摘されている。このことは、エステティッ

ク営業施設へのアンケート調査により衛生管

理に必要な21項目について、すべて実施して

いる施設が60％だったことから納得できる指摘

と考えられた。そこで、今回作成した啓発資料

には、衛生管理に必要な21項目を実施するポ

イントを掲載した。 

また、その他の注意すべき点として平成29 

年度に行った「スチームタオルの汚染状況」を

掲載するとともに過去作成した雑巾の管理な

どに関する注意喚起を再掲した。施術者が日

常業務で手洗いの徹底を心がけることが感染

伝播阻止に有用であることを啓発する必要が

ある。施術による細菌の受け渡しの評価を継

続してきた検査結果を元に、感染対策上の安

全性を確保する上で最も重要である手洗い指

導教育の充実を図っていきたい。 

 

 

E 結論 

エステティック施設は、健康な人を対象に施 

術を提供する施設であり、ノンクリティカルに分

類されているが、エステティック施設においてB

型肝炎に感染したと申し出ている例が昨年度

国民生活センターに報告されるなど、直接顧

客の皮膚に触れる装置や手指衛生には十分

な感染対策に対する注意が必要である。今年

度は、スチームタオルの汚染状況や手洗いの

実態調査について追加検討をした。我々が検

討してきた検査結果をもとにエステティック営

業施設における衛生管理の徹底を目的とした

啓発資料を作成、特に手指衛生については、

見やすく詳細な資料を作成して配布し感染対

策の必要性についての教育啓発を継続してい

く。 

 

F 健康危険情報 

 

  なし 

 

G 研究発表 

 

１ 論文発表 

 

なし 

 

２ 学会発表 

 

 なし 

 

H 知的財産権の出願・登録状況 

 

  なし 
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独立行政法人国民生活センター　PIO-NET　(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

　｢エステティック｣カテゴリー　危害相談　集計結果

資料‐1

美顔ｴｽﾃ 145件

(24.6％)

脱毛ｴｽﾃ 136件

(23.1％)痩身ｴｽﾃ141件

(23.9％)

ｴｽﾃｻｰﾋﾞｽ@ 37

件(6.3％)

他のｴｽﾃｻｰ

ﾋﾞｽ 131件

(22.2％)

商品キーワード(n=590件)

1件(0.2％)

1件(0.2％)

2件(0.3％)

3件(0.5％)

6件(1.0％)

6件(1.0％)

7件(1.2％)

8件(1.4％)

16件(2.7％)

19件(3.2％)

21件(3.6％)

71件(12.0％)

81件(13.7％)

123件(20.8％)

225件(38.1％)
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その他の傷病…

擦過傷･挫傷・打撲傷

熱傷

皮膚障害

危害の内容(n=590件)



商品キーワード別　危害内容

皮膚障害87件

( 60.0%)
熱傷23件

(15.9%)

その他の傷病

及び諸症状21件

(14.5%)

擦過傷･挫傷・打

撲傷9件(6.2%)
その他5件(3.4%)

美顔エステ(n=145件)

皮膚障害74件

(54.4%)

熱傷50件

(36.8%)

その他の傷病及

び諸症状7件

(5.1%)

その他5件(3.7%)

脱毛エステ(n=136件)

擦過傷･挫

傷・打撲傷, 

40件(28.4%)

熱傷31件

(22.0%)
皮膚障害25

件(17.7%)

消火器障害

16件( 11.3%)

その他の傷病

及び諸症状,10件

(7.1%)

その他19件

(13.5%)

痩身エステ(n=141件)



資料‐2
独立行政法人国民生活センター　PIO-NET(平成24年度～28年度)

｢エステティック｣カテゴリー　危害相談　集計結果
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フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影響試験結果(平成29年度)
資料‐3
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年齢 性別 右腹部 左腹部
1 46 F 機器Ａ　 機器Ｂ
2 40 F 機器Ｃ 機器Ａ　
3 29 F 機器Ｂ 機器Ｃ　
4 31 F 機器Ａ　 機器Ｂ
5 23 F 機器Ｃ 機器Ａ　
6 34 F 機器Ｂ 機器Ｃ　

超音波機器皮膚安全性試験結果

被験者及び対象機器
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施術前最
高温度

施術中最
高温度

施術後最
高温度

被験者1
右 35.39 37.95 34.78 Ａ
被験者1
左 35 35.31 34.03 Ｂ
被験者2
右 34.99 35.5 31.09 Ｃ
被験者2
左 34.52 37.61 33.34 Ａ
被験者3
右 35.47 35.89 34.93 Ｂ
被験者3
左 35.54 35.58 34.08 Ｃ
被験者4
右 35.56 37.53 34.27 Ａ
被験者4
左 35.03 35.52 34.67 Ｂ
被験者5
右 35.63 36.08 34.34 Ｃ
被験者5
左 35.24 37.23 34.78 Ａ
被験者6
右 35.5 36.98 36.4 Ｂ
被験者6
左 35.64 36.7 35.14 Ｃ

皮膚表面温度
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施術後

被験者6右　発赤を伴う毛胞性丘疹(＋)
施術前

最高温度　36.98℃

被験者3左右　発赤を伴う毛胞性丘疹(＋)
施術前

施術後(右)　最高温度　35.89℃ 施術後(左)　最高温度　35.58℃

0

20

40

60

80

100

120

施術前 施術後

被験者6右 バリア機能

水分量

蒸散量

0

20

40

60

80

施術前 施術後

被験者3左右バリア機能

右水分量

左水分量

右蒸散量

左蒸散量



資料-5





1 4 7

2 5 8

3 6

●あなたの体調についてあてはまる項目すべてに○をつけてください。

★ ⇒

★ ★
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エステティック施術の安全性向上のためのモデルカウンセリングシート(例)

Ｑ１　あなたの体調などについてお伺いします。

●あなたの皮膚状態についてあてはまるものすべてに○をつけてください。

発疹が出やすい 皮膚がかゆい 皮膚がほてりやすい

おできや吹き出物・ニキビが出やすい 冬にはあかぎれがある 季節の変わり目に不調になる

皮膚がカサカサしやすい 皮膚が冷えやすい

・良好　 ・普通 ・不調⇒ ・冷え ・肩こり ・胃腸 ・便秘 ・頭痛 ・ほてり

・更年期 ・腰痛 ・不眠 ・貧血 ・高血圧 ・息切れ

・低血圧 ・めまい その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・重度

Ｑ２　アレルギーについてお伺いします。

●アレルギーの有無　　 ・なし ・あり⇒※下記のあてはまる項目全てに○をしてください。

いつ頃から 症状（あてはまるものすべてに○）
現在の状況（あてはまるも
のすべてに○）

原因物質

身体疲労 ・ほとんどない ・軽度 ・重度 ストレス ・ほとんどない ・軽度

花粉症 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・スギ　・ヒノキ　・ブタクサ
その他(　　　　　　　　　　)

喘　息 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ　・ダニ　・カビ　・ペット
その他(　　　　　　　　　　　)

アトピー
性皮膚炎

　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

蕁麻疹 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

化粧品 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・香料　　　・色素　　　・ﾊﾟﾗﾍﾞﾝ
・ﾍｱﾀﾞｲの染料（PPDA）
その他（　　　　　　　　　　　）

※化粧品の種類やメーカーが分かればご記入ください。 種　類 メーカー

金　属 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・ニッケル　　・コバルト　・クロム
・その他（　　　　　　　　　　　　）

光線過敏 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・外因性（香料、湿布薬等）
・内因性

食　物 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・卵　・牛乳　・大豆　・小麦
・甲殻類　　その他（　　　　　　）

薬　物 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・風邪薬　・湿布薬　・抗生物質
・鎮痛解熱剤　・その他（　　　　　）

ラテックス 　　　　年前
・発疹　・発赤　・水ぶくれ　・かゆみ　・せき
・鼻水　・くしゃみ　・痛み　・その他（　　　　　　）

・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・ゴム手袋　　　・輪ゴム
その他（　　　　　　　）



やけど 　　　　年前
・治療1週間未満　　・治療１～2週間
・治療3週間～1ヶ月　・治療1ヶ月以上
・治療せず

有　　　　無
・フェイシャル　　・脱
毛　　・痩身
・その他(　　　　　　　)

擦過傷・打
撲傷等

　　　　年前
・治療1週間未満　　・治療１～2週間
・治療3週間～1ヶ月　・治療1ヶ月以上
・治療せず

有　　　　無
・フェイシャル　　・脱
毛　　・痩身
・その他(　　　　　　　)

いつ頃 被害の程度 機器使用の有無 原因となった施術

かぶれ 　　　　年前
・治療1週間未満　　・治療１～2週間
・治療3週間～1ヶ月　・治療1ヶ月以上
・治療せず

有　　　　無
・フェイシャル　　・脱
毛　　・痩身
・その他(　　　　　　　)

精神疾患 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　・なし
※内容（　　　　　　　　　）

Ｑ４　過去エステティックの施術で健康被害を受けたことがありますか？

●健康被害の有無　　 ・なし ・あり⇒※下記のあてはまる項目全てに○をしてください。

いつ頃から 症状の自己評価 現在の状況 疾患による日常生活への影響

更年期障害 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　・なし
※内容（　　　　　　　　　）

リンパ浮腫 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　　・なし
※内容（　　　　　　　　　　）

膠原病 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　　・なし
※内容（　　　　　　　　　　）

心臓病 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　　・なし
※内容（　　　　　　　　　　）

悪性腫瘍 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　　・なし
※内容（　　　　　　　　　　）

糖尿病 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　　・なし
※内容（　　　　　　　　　　）

高血圧 　　　　年前 ・重症　　・中等症　　・軽症
・投薬　　・通院　　・入院
・完治　　・無治療

・大　　・中　　・小　　・なし
※内容（　　　　　　　　　　）

Ｑ３　慢性疾患についてお伺いします。差し支えない範囲で回答をお願いします。

●疾患の有無　　 ・なし ・あり⇒※下記のあてはまる項目全てに○をしてください。

いつ頃から 症状の自己評価 現在の状況 疾患による日常生活への影響
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利用者背景の聞き取り 

これまでの厚生労働科学研究費による研究で、エステティック施術による皮膚障害を起こし

やすいアトピー性皮膚炎や糖尿病の患者が疾患を技術者に申告せずにエステティックを利用

するケースもあることがわかっています。また、通常の体調では問題のない施術でも疲労や

ストレスが原因で体調が下降気味の時には思わぬ健康被害が起こることもあり、施術前のお

客様への聞き取りは健康被害防止のために重要なポイントになります。次ページのカウンセ

リングシート例を参考にしてください。 

 

利用者から聞き取るべき項目例 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ お客様の皮膚の状態について 

普段の皮膚状態について以下の項目を聞き取ります。１・２・４の項目にチェックがついた

場合、どのようなときに発現するかなどを詳しく聞き取り、施術する際に同様の行為は避け

るようにしましょう。 

1 発疹が出やすい  4 皮膚がかゆい  7 皮膚がほてりやすい 

2 
おできや吹き出物・ニキ

ビが出やすい 
 5 冬にはあかぎれがある  8 

季節の変わり目に不

調になる 

3 皮膚がカサカサしやすい  6 皮膚が冷えやすい        

 

 

２ お客様の体調について 

疲労やストレスは、身体がだるい、重いなどの倦怠感、気分の落ち込み、集中力の低下や眠

気等の症状が出やすく、ひどくなると免疫力が低下し、疲労がないときに比べ細菌やウイル

スに感染しやすくなります。疲労やストレスが重度のお客様には無理して通常通りの施術

をしないようにしましょう。もちろんこれらは毎回施術前に確認します。 

 身体疲労 ・ほとんどない ・軽度 ・重度   ストレス ・ほとんどない ・軽度 ・重度 

現在の体調 

体調が下降気味

の時は、免疫力が

低下しているこ

とが多い 

アレルギーの有無 

原因（アレルゲン）

を確認、明らかでな

いときは症状が出

る状況 

疾患の有無 

日常生活で気を

付けている点な

どを詳しく聞き

取る 



 

 

 

 

３ アレルギーの有無について 

本来免疫反応は、細菌やウイルスなどの異物が体内に侵入することを防ぐ反応ですが、ハウ

スダストやダニ、花粉、小麦など様々なもの(アレルゲン)に対して過剰に反応することでアレ

ルギーが起こります。対処法は、アレルゲンと接触しないことです。アレルギーを持つお客

様にエステティック施術を行うにあたり、お客様が「ひりひり感」「痛み」「かゆみ」など違和

感を訴えた時にはすぐに施術を中止し、冷やしましょう。 

 

以下は、代表的なアレルギーについて施術上の注意点を解説しています。アレルギーの方は、

普通のお客様より反応が出やすいので注意してください。 

 

花粉症 

花粉症の方は、鼻のかみ過ぎ、眼のこすり過ぎ、マスクなどの摩擦行為により皮膚バリア機

能低下状態にあるので、花粉が皮膚に接触して皮膚炎を起こしてしまうことがあり、花粉症

皮膚炎と診断されます。化粧のせい….かと思って化粧をやめてしまうと、むしろ悪化して

しまう方も多いので化粧かぶれなのか花粉症によるかぶれなのかを、見極める必要があり

ます。難しい場合は、是非、専門医受診を勧めるようにしましょう。赤みやかさつきが酷い

場合、通常の施術では刺激が強すぎてかぶれが助長してしまうこともあるので、お客様の様

子を注意深く観察して確認をしながら刺激がないような施術だけをしてあげましょう。｢リ

ラクゼーションを心がける｣という方が良いように思えます。 

 

喘息 

喘息は、アレルゲンが特定されているものとされていないものに分けられ、アレルゲンが特

定されている場合はその原因物質との接触しないように配慮しましょう。 

治療していて問題がない人は通常の施術で大丈夫ですが、例えば、症状が出ていなくても、

その姿勢や圧力によっては、思いがけない喘息発作を誘発することもあるので、特に仰臥位

(仰向けに寝る)は、苦しくなってしまうことがあります。お客様から楽な姿勢を聞いて、発

作の誘発がないようよく話し合い、姿勢に気を付けてあげる必要があります。 

 

アトピー性皮膚炎 

ご自身に花粉症、喘息、蕁麻疹などがあり、あるいは血縁のある家族にもあり、冬の乾燥に



 

弱いような方は、アトピー性皮膚炎と診断されていなくても、アトピー性皮膚炎の発症リス

クが高いと思っていただく必要がありますから、きちんと問診をとることがとても大事で

す。冬場の口唇のかさつきが酷い方、目尻、あるいは、耳が切れやすい方、手指先にはあか

ぎれを起こすような方たちは、アトピー性皮膚炎の部分症状のことがあります。ご本人が、

自分だけはアトピー性皮膚炎ではないと思っている場合もあるようですから、きちんと問

診を行って、その人の皮膚のリスク度合いを見極めて施術をする必要があります。 

当然、冬場は皮膚バリア機能が落ちている状態なので、さらに擦る、マッサージということ

で、使う洗浄製品や化粧品類による刺激を誘導しやすくなってしまうことがあります。特別

アトピー性皮膚炎だから香料が使えないアレルギー性のかぶれが起こりやすいというわけ

では決してありませんけれども、過敏に感じる状況があります。敏感肌という本人の認識が

ない人ほどクレームになってしまうようなことがあるかもしれません。お客様と注意深く

会話をしながら確認を取りながら、皮膚状況を観察しながら、無理のない施術をするという

こと望まれます。 

症状が落ち着いていれば皮膚に対する刺激が弱いものを選択して、お互いによく話をしな

がら、施術内容を決めていきましょう。疾患治療中の方、生理前後、あるいは産後の具合、

更年期の具合、ハイリスクの人には、何を求めていて、何を提供してあげれば良いかという

ことを考える必要があります。 

 

蕁麻疹 

蕁麻疹というのは、虫に刺されたように赤く膨れて数時間以内に消えてしまうものです。２

か月、３か月とかゆい発疹が出ては消え、出ては消えを繰り返しているのは慢性蕁麻疹と診

断されます。原因は食事以外にも様々で、温熱蕁麻疹、寒冷蕁麻疹、物理的な擦る事によっ

て起こる人工蕁麻疹などがあります。それから発汗による蕁麻疹は、普通の蕁麻疹より毛穴

に一致した小さいブツブツした小紅斑がでてきます。また、もちろん薬剤、塗り薬で接触蕁

麻疹が起こることもあります。蕁麻疹の方は、治療しているかどうかがとても大事で、抗ヒ

スタミン薬を飲んで安定している方は、通常の施術も問題ないケースが多いでしょう。一方、

蕁麻疹体質があるかどうかを確認した上で施術による温熱刺激、摩擦刺激で蕁麻疹が誘発

される可能性があることをあらかじめお伝えをして、反応が出るようだったら早めにやめ

るという対策を施術前にお互いに理解し合ってはじめるというのが良いと思います。治療

していない人はより多く症状が出る可能性があるので、毎晩、蕁麻疹が出るという人はとり

あえず施術することによって、より強い反応が出るかもしれません。蕁麻疹体質でこのとこ

ろ蕁麻疹が夜になると毎晩出てしまうという方は、施術により、より強く誘発されてしまい

ますから、治療をおすすめして、医師の許可を頂いてというふうにお話されたほうがいいよ

うに思います。 

 



 

化粧品 

「化粧品のかぶれがある」 という訴えがあるお客様には原因について聞いて置く必要が

あります。化粧品の中で香料、防腐剤などかぶれる原因成分が分かっている場合は、その情

報を意識して施術しなければいけません。化粧品かぶれを起こしやすいと訴えるお客様に

は、施術で使用する製品を確認してもらい具体的にこれをして欲しい、あれをして欲しいと

いう施術内容の相談をしながら決めていくことが大事かもしれません。何にかぶれている

のか、今は問題がないのか、例えば、こういう香料が入っているものを使います。防腐剤が

入っているものを使います。ということをあらかじめ説明して、それが大丈夫かどうかとい

う確認をしたという記録を残しておく必要があります。 

 

金属 

金属製品が汗に触れその成分が溶け出し金属イオンになります。この金属イオンが皮膚に

浸透しアレルギーを起こすことがあります。これは、重症度によるので、金属アレルギーだ

から顔の施術をしてはいけないということはありません。むしろ手技によるマッサージで

はあまり問題はなく、美容機器の一部が金属製であったり、電流を流したりという施術によ

る反応、発汗させる行為も重なりますから痒い反応が出てしまうかもしれませんので状況

可能性があると考えます。 

 

食物 

自然化粧品への安全嗜好によるものかオーガニック化粧品といわれて蜂蜜や木の実類、大

豆や小麦など食品が含まれている製品が好まれて使われているようです。食物アレルギー

を持っている場合にはその食物成分が皮膚から吸収されることで皮膚症状が出ることがあ

ります。アトピー素因のあるエステティシャンが、手荒れ、皮膚症状の悪化から豆乳の入っ

た化粧品で大豆アレルギーになったという事例がありました。皮膚に塗るものと口から入

るものは関係ないと思わずに、食物アレルギーの確認を怠ってはいけません。食べる物が化

粧品中に含まれているということはよくありますので、自分がこれから施術をしようと思

う化粧品に入っている成分でアレルギーの訴えが無いことを確認してください。たとえば

ナッツのアレルギーがある場合には、マッサージ用オイルなどにも注意が必要です。ナッツ、

大豆、小麦、蜂蜜(ローヤルゼリー)、うこんなどによる接触蕁麻疹からショックを起こすこ

ともありますので注意が必要です。 

 

 



 

薬物 

エステティックでは、薬を使うことがありませんのでさほど重要視しなくて大丈夫です。た

だし、湿布でかぶれる人などは、メントールなどが原因のことが多いですので注意が必要で

す。 

 

ラテックス 

ラテックスアレルギーは、天然ゴムの入った手袋などで時に重い症状が出ます。最近の使い

捨て手袋ではラテックスが入ってないものが多くなってきています。ラテックスアレルギ

ーのお客様を施術する場合、施術に使用する器具類に天然ゴムが含まれていないかどうか

確認してから使いましょう。 

 

 

４ 慢性疾患の有無について 

超高齢化社会となった日本では、65 歳以上が 25％を超えています。さらに 65 歳以上の約 7

割が通院している(厚生労働省)ことから慢性疾患のお客様が来店する可能性が増えてくるこ

とが予想されます。慢性疾患のお客様への施術の注意点は、重症度によって変わります。日

常生活で気を付けている点など詳しく聞き取り施術を組み立てていきましょう。主治医から

の注意事項があるときは、厳守するようにしましょう。 

 

糖尿病 

糖尿病と申告があった時は、施術時の状態をよく聞き取ること、脚のむくみ、傷、感染のチ

ェック(足底、趾間などにジュクジュクした傷が無ければ大丈夫です。) が必要です。その

うえでお客様とよく相談して施術の組み立てを行うことで安全な施術の提供ができます。

四肢末端の末梢神経障害で感覚が分からない人もいますので注意してください。 

 

高血圧 心臓病 

急激な温度変化があるとリスクが高まります。サウナなど温度上昇がある施術には注意が

必要です。また、血流改善の薬を服用していると、マッサージの力で皮下出血がおこりやす

くなります。 

 

 



 

悪性腫瘍 

悪性腫瘍でエステティックに行ってもいいよと主治医から許可をされている人は、何をど

うしていたいかということをきちんと施術前に問診をして、足だけのマッサージなり、顔の

マッサージなり、リラックスゼーションを心がけましょう。特に抗がん剤治療を受けている

人は主治医のＯＫをもらいましょう。 

 

リンパ浮腫 

リンパ浮腫は、抹消循環障害、静脈瘤、悪性腫瘍の手術に伴うリンパ節切除の後遺症が原因

の場合が多いようです。浮腫の病態によりますが、傷がなければお客様の気持ちが良い程度

の強さでの施術は問題ありません。加圧が強いことにより傷をつけてしまうのは厳禁です。 

 

膠原病 

膠原病治療を受けているような場合は治療薬の種類あるいは、どのぐらい長く飲んできた

かにより皮膚の委縮状態、出血の状態というのが、千差万別になってきます。多くの場合ス

テロイド・免疫抑制薬両者で治療されている可能性があるので、外圧のかけ方についてお客

様と相談して下さい。薄い皮膚でペロンとむけることや出血することがあるかもしれませ

ん。実際の年齢よりもより弱い皮膚の可能性がありますので、施術の力を加減しないといけ

ません。 

 

精神疾患 

エステティシャンと会話をして楽になることを求めていらっしゃる可能性があるお客様と

捉えていただいて、気持ちの良い空間・施術をこころがければ良いでしょう。こちらから施

術提案をしない方が良い人たちです。何をされに来たか、何をしたいのかということをしっ

かりとお話をしてあげるのが良いでしょう。お客様の提案に逆らわない、決めたコースを勧

めないがキーワードです。 

 

更年期障害 

心身の不安定な状況で、顔はほてり、手足は冷えて困る人が多いようです。症状に合わせて、

気持ちの良い時間・空間の提供をするように心がけて下さい。香りを好むか好まれないか、

顔のクーリングが必要な場合もあるし、手足のマッサージで血流改善を図るのも良いでし

ょう。心身の癒しが最も必要なお客様層と捉えていただいて、要望を聞きながら施術を組み



 

立てましょう。 

 

 

 

４ 過去エステティック施術での健康被害の経験 

国民生活センターのデータによると毎年約 600 件の健康被害が報告されており、来店され

たお客様も健康被害の経験があるかもしれません。詳しく状況を聞き取り、同じような被害

が起きないよう注意して施術を行いましょう。 
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エステティックによる健康被害にあわないために 

 

１．すぐに効果が出ると思ってはいけません 

エステティックは、医療機関ではないのでゆるやかな効果が基本です。急激な効果は求

めないようにしましょう。 

 

２．自分の体調・体質は正直に申告しましょう。 

エステティックの施術は、化粧品や機器などを使用して皮膚に刺激を与えます。人間は、

疾患はもちろんのこと疲れていたり睡眠不足の際免疫力が低下し、普段大丈夫な施術で

も健康被害が起こることがあります。自分の体調を正直に技術者に申告してから施術を

受けるようにしましょう。下記の写真は、エステティックサロンでビキニラインの脱毛

を行った方ですが、細かい傷から細菌が侵入し蜂窩織炎を発症した事例です。 

 

 

３．施術中違和感を感じたらすぐ申し出ましょう。 

多少痛かったり、熱かったりすることがあった時に、我慢すると健康被害につながる可

能性が高くなります。痛くなくとも違和感は危険信号と考えてすぐに技術者に申し出ま

しょう。 

 

４．健康被害が出てしまったら 

どのような施術を受けてどのような症状が出たかを記録しましょう。症状が酷い場合す

ぐに医療機関を受診しましょう。 



フェイシャル施術用スチームタオルの汚染状況調査結果

資料‐8
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施術者の手指細菌調査結果

技術者の熟練度高 技術者の熟練度低

11月22日11月22日



施術者の手指細菌調査結果

技術者の熟練度高 技術者の熟練度低

12月13日 12月13日



11月22日

12月13日

資料‐10

被験者の顔面皮膚の細菌検査結果



手洗いに関するアンケート調査結果(講師・学生比較)
資料‐11
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正しく手洗いができたか いつもの手洗い時間との比較

手洗い自己評価(VAS法)
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学生及び講師の手洗い実験結果



資料-13





資料-14









 

 

 

 

Ⅲ 研究成果の刊行に関する一覧表 

 

 


